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Abstract

 In Japan, community based disaster risk reduction (DRR) has achieved lots of 
success in the past years. However, the ２０１１ Great East Japan Earthquake revealed 
three significant problems. They are both strength and weakness of (i) residents 
participatory DRR, (ii) software centered DRR, and (iii) DRR manual and hazard map. 
To make a holistic analysis of these problems, we introduced the theory of 
“communities of practice” . It views people’ s participation in terms of three key 
components which are artifact, practice and identity. We conducted a questionnaire 
survey in Okitsu community, Kochi prefecture, which is threatened by tsunami risks. It 
was found that DRR in Okitsu has gained fruitful outcomes, construction of evacuation 
shelters, for example, when the three components are linked positively. While it failed, 
low participation rate of evacuation drills, for example, when they interconnected 
negatively.
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１．地域社会における防災対策の課題
１．１　研究背景とこれまでの成果
　東日本大震災では，場所によっては波高１０m
以上，最大遡上高４０mにも上る大津波が発生し
た。同大震災による犠牲者は死者１５， ８５４人，行方
不明者３， ２０３人にも達し，その９０％以上が津波に
より命が奪われた（警察庁，２０１１）。その後，中央
防災会議は，南海トラフの巨大地震による津波想
定を見直した（内閣府，２０１２）。それによると，東
海，近畿，四国の太平洋沿岸自治体では，場所に
よっては震度７の地震に襲われるほか，波高１０m
以上，特に三重県や高知県の一部地域では，波高
２０m以上の津波が来襲することが想定されてい
る。
　南海トラフの地震・津波による被害が予想され
る地域をはじめ日本社会では，東日本大震災の以
前から，地震・津波被害の軽減に向けた取り組み
はなされてきた。地域社会における防災実践に
限っても，防災ハードウェアの整備，共助関係の
構築，防災教育の推進，防災訓練の実施など，防
災力の向上を目指した努力が積み重ねられ，一定
の成果もあげてきた。

１．２　３つの課題
　しかし，これらの努力にもかかわらず，依然と
して残されている課題もある。ここでは，それら
を，（１）住民参加型の防災活動の重要性とその落
とし穴，（２）ソフト対策の重要性とその落とし穴，
（３）防災マニュアル，防災マップ（ハザードマッ
プ）の重要性とその落とし穴，以上３つの観点か
ら整理する。
　第１に，住民参加型の防災活動の重要性とその
落とし穴について述べる。防災に関する知識・技
術を住民が受動的に学習するだけでなく，住民が
能動的に関わる双方向で参加型のリスクコミュニ
ケーションや共助の取り組みが大切であること
が，近年認識されてきた。たとえば，非営利組織
（NGO）と既存の地域組織とが連携して行われる
「わが街再発見ワークショップ」（渡邊，２０００）は，
タウンウォッチングを通して町の危険な場所を一
つ一つ洗い出し，それに対する解決策を住民が主

役になって検討する試みとして高く評価されてい
る。また，災害の大規模化，多様化，複雑化に伴
い，常備消防のみでは地域住民を守ることが困難
と想定されるため，地域の実情を熟知し平常時に
おいても地域に密着した活動を展開する消防団に
対する期待も大きくなってきた（金谷，２００８）。
　しかし他方で，住民参加型の防災活動には，潜
在的な課題や危険も含まれている。たとえば，住
民が地域の防災について話し合うばかりで，ある
いは，ワークショップの成果を図やメモにとりま
とめただけで，それを踏まえた実質的かつ実効的
な防災対策がまったくとられないケースも散見さ
れる。また，専門家と非専門家の共同作業が表面
的なものにとどまって，住民が見いだした自主的
な避難経路や避難場所の安全性が専門家や行政に
よって十分検討されていない危険も指摘されてい
る（牛山，２００７；２００８）。
　さらに，参加型防災の主役の一翼を担ってきた
消防団についても，東日本大震災で，団員２５３人
が亡くなり大きな課題が浮上した。すなわち，「津
波が来ることは分かっていたが，逃げることはで
きなかった」（CeMI，２０１１a）という証言に示され
ているように，消防団に過度に依存する津波避難
対策は，参加型防災（共助）の限界を象徴してい
ると言える。
　第２に，ソフト対策の重要性とその落とし穴に
ついて述べる。阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ
るならば，たしかに，防災対策の効果を高めるた
めには，ハードウェアの整備を中心とする手法か
ら，ソフト対策の構築へと転換する必要がある。
一般に，すべての災害リスクをハード対策だけで
抑止することは困難である。その利用者である住
民の防災意識が低かったり，災害に関する情報や
知識が不足していたりすると，ハード対策の実効
性も低下するからである。特に，東日本大震災
で，「釜石の奇跡」として語られることになった釜
石市における小中学生の避難事例は，ソフト対策
の重要性を強く印象づけた（矢守，２０１２）。
　しかし他方で，ソフト対策だけでは命を守るこ
とが困難であることにも注意しなければならな
い。東日本大震災でも，たとえ防潮堤などのハー
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ド施設が津波の侵入を完全に抑止できなくても，
避難時間に余裕をもたせ，浸水区域を小さくする
などの効果をあげたことが報告されている（総務
省消防庁，２０１２）。また，水門閉鎖などの対応に
あたろうとした消防団員が多数亡くなるなどの事
例もあり，防潮堤のゲートの撤廃や水門閉鎖の遠
隔操作化など，ハード施設そのものの改修・改良
を進める必要性も指摘されている（たとえば，
CeMI，２０１１a；総務省消防庁，２０１２など）。
　また，東日本大震災時の避難行動に関する複数
の調査によれば，避難者の生と死を分ける大きな
要因は，「避難するまでに，防災無線，ラジオ，広
報車等で情報を見聞きしていたかどうか」である
ことが示唆されている。たとえば，内閣府・消防
庁・気象庁（２０１１）が，避難所や仮設住宅で実施
した共同調査の速報では，被災地の沿岸住民の過
半数は，「津波情報や避難の呼びかけを見聞きし
た」と答え，特に岩手県で８７％，宮城県で７９％と
いう結果となっていた。情報取得の手段に関して
は，CeMI（２０１１b）の調査によると，「防災無線」
（４３．９％）が圧倒的に多く，以下，「ラジオ」
（２４．３％），「消防車か役場の広報車」（１６．８％），
「家族や近所の人」（１３．１％），「テレビ」（７．５％）
などとなっていた。そして，被害が大きい地域ほ
ど，停電や建物の被害によってテレビのみに頼っ
ては情報取得が困難であったため，防災無線やラ
ジオ，広報車といった地域に根ざした情報伝達設
備といった「小さな」ハードの整備が，重要な役
割を果たしていた。
　第３に，防災マニュアル，防災マップ（ハザー
ドマップ）の重要性とその落とし穴について述べ
る。たしかに，近年，ほとんどすべての防災実践
で，災害情報を住民へ提供・共有することが重視
されてきた。津波に限っても，たとえば，津波対
策推進マニュアル検討委員会（総務省消防庁，
２００２）は，適切な避難による被害軽減のためには，
住民への避難情報の周知や防災マニュアルの作成
などが有効だと指摘している。また，南海トラフ
の地震・津波に関する新しい想定が公表された後，
太平洋沿岸の多くの自治体では防災マニュアルの
見直しに取り組んでいる。

　防災マップ（ハザードマップ）についても，住
民の災害リスクに関する理解と自助力を向上させ
るツールとして，その整備の必要性が強調されて
きた。たとえば，１９９８年の東日本の豪雨災害，
２０００年の東海豪雨災害，２０００年の有珠山噴火災害
などで，防災マップが実際の災害時に有効に利用
され，住民避難の迅速化・円滑化に効果があった
と報告されている（片田，２００２）。
　しかし他方で，情報提供の媒体となる防災マ
ニュアルや防災マップ（ハザードマップ）にも落
とし穴が潜んでいる。まず，防災マニュアルにつ
いて，矢守（２０１１）は以下のように注意を促して
いる。たとえば，自治体の防災担当職員が，防災
マニュアルに従って警戒情報を発するときに，そ
の当事者が，警戒情報発令に至る詳細な仕組みに
対して無知であっても，また，その発令に引き続
く出来事に対して無関心であっても，自らの業務
を確実に遂行しうる。このことは，防災マニュア
ルは，何かを知らせ教えるとともに，何は知らな
くていいのか（何には関心をもたなくていいのか）
も指定してしまっていることを示している。
　次に，ハザードマップは，たしかに，それがな
いときと比べれば，浸水深や避難行動の「全貌」
をより印象的に可視化している。しかし，専門家
や実務家の実践と連動したハザードマップの多く
は，「全貌」（事態の鳥瞰図的理解）よりも個別具
体的なローカルな情報を必要としている一般の
人々には有用ではないという批判（矢守，２０１１）
がある。逆に，専門家による助言や校閲を経ない
手作りハザードマップや住民参加主体のマップづ
くりでは，自然科学的な事実関係が誤解され歪曲
されているとの指摘もある（牛山，２００８）。

１．３　３つの課題の連動
　（１）住民参加型の防災活動の重要性とその落と
し穴，（２）  ソフト対策の重要性とその落とし穴，
（３）防災マニュアル，防災マップ（ハザードマッ
プ）の重要性とその落とし穴，以上３つの課題は，
それぞれ独立に無関係に存在しているのではな
く，お互いに密接に連動し関連している。
　たとえば，津波防災のためのハード施設に対す
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る利用者（住民や海岸利用者）の意識と，建設者
（行政担当者や技術者，研究者）の認識とのずれに
関する岡安ら（２００７）の調査によれば，利用者は
ハード施設の現状に対して懐疑的であり，さらに
多くの構造物による防護を期待している。反対
に，建設者はその整備状況に満足しており，むし
ろ，住民参加型の防災活動などソフト対策の充実
を望んでいる。これは，第１の課題と第２の課題
の連動を反映している。
　また，東日本大震災で１， ０３２人の死者・行方不明
者が発生した釜石市において，犠牲者のうちの
６５％がハザードマップの浸水想定区域外に住んで
いたことが明らかになっている（産経新聞，
２０１１）。浸水想定区域については，過去の地震や
津波のデータから国と県が算出した被害想定に基
づいて，平成１７年に釜石市がハザードマップとし
て各戸に配布していた。ところが，地震発生から
津波到達まで３０分後と一定の時間的余裕があった
にもかかわらず，あれほどの犠牲者が出てしまっ
たことに対して，片田（産経新聞，２０１１）は「ハ
ザードマップで浸水想定の外だった場合，避難行
動に抑制をかけた可能性が非常に高い」と指摘し
ている。また，河北新報社（２０１１）は，自治体が
指定した一次避難所について調査したところ，岩
手県沿岸部１１市町村（宮古市を除く）の全４１１カ所
のうち４８カ所が，浸水被害を受けていた。特に陸
前高田市では指定避難所の半数以上が浸水し，約
８０人の犠牲者が発生した避難所もある。
　これらの事実は，参加型の防災実践によってハ
ザードマップが一定の役割を果たしていたことが
かえってネガティヴな効果をもたらした可能性，
防災マップの記載事項はあくまでもハザードの想
定や既存のハード整備の状況を前提にしているこ
とが十分周知されていなかった可能性を示唆する
点で，第３の課題と第１，　２の課題が連動しうる
ことを示している。
　以上の議論から，地域社会における防災対策に
ついて考え実践するためには，これらの問題を全
体として，包括的に捉える必要があることがわか
る。そのための理論的枠組みとして，本研究で
は，Laveら（１９９１）によって提起された実践共同

体論を導入する。本研究では，この理論的枠組み
に依拠して，検討対象とした地域における防災活
動を取り上げ，上記の３つの課題がどのように連
動しながら，地域防災活動に影響していたのかに
ついて詳しく分析する。特に，本研究では，実践
共同体論の基本概念である〈アーティファクト〉，
〈実践〉，〈アイデンティティ〉を，地域防災活動に
ついて統合的に分析するための３つの重要な要素
であると位置づける。

２．実践共同体論
２．１　３つの基本概念
　実践共同体論は，Laveら（１９９１）が徒弟制に関
する考察の中で提起した実践共同体を中核とする
教育・学習論である。その後，Wenger（１９９８）は
〈実践〉と〈アイデンティティ〉を中心概念にして
実践共同体論を発展させ，会社や組織における活
動一般に関する理論的考察を進めた。実践共同体
論では，正当的周辺参加の概念に象徴されるよう
に，従来，〈実践〉に対する共同体の成員たちの関
与性，すなわち，〈アイデンティティ〉が主要な関
心事となることが多かった。しかし，実践共同体
論がその一部として含まれる広義の状況論，状況
的学習論一般（たとえば，上野ら，２００６）では重
要視されている，実践における環境的物在のあり
方については，これまで大きな注意は払われない
傾向にあった（たとえば，伊藤ら，２００４）。
　それに対して，本研究では，防災実践について
は，自然環境（たとえば，津波）や人工物（たと
えば，防潮堤）など，物理的な対象物に関する考
察が不可欠となることを踏まえ，状況論の重要概
念の一つである〈アーティファクト〉（人工物）を
追加し，〈アーティファクト〉，〈実践〉，〈アイデン
ティティ〉の３つを基本概念に据えた。その上で，
この包括化した実践共同体論に依拠して，地域防
災実践について総合的に考察を加えることにす
る。
　まず，　３つの基本概念について整理しておく。
第１に，〈アーティファクト〉とは，見て触れるこ
とのできるモノ，事物（たとえばパソコンやテー
ブルなど）のことである。しかし，それだけでな
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く，人々の〈実践〉が反復されて固定化し，あた
かもモノであるかのように取り扱われるように
なった対象物，たとえば，制度，組織，規則など
も〈アーティファクト〉の一種である。
　防災・減災の分野で言えば，たとえば，防潮堤
や避難施設，耐震強化された建物や橋などのハー
ド施設はもちろん，防災マップ，防災マニュアル
など目に見えるモノも，〈アーティファクト〉であ
る。これらに加えて，「津波対策推進委員会」と
いった組織や，「津波てんでんこ」などの言い伝え
（規則）も，たとえば，「推進委員会に呼びかけて
もらって訓練をしよう」とか，「『津波てんでんこ』
の教えに従って避難すべきだ」といった言い方が
可能になっている時点で，避難施設などとまった
く同様，それらが，ある〈実践〉（この場合，たと
えば，避難訓練）を展開するための環境（土台）
となっているという意味で，〈アーティファクト〉
の一種である。
　第２に，〈実践〉とは，人びとが〈アーティファ
クト〉を用いつつ共になすコト，である。もちろ
ん，ここで言うコトの中には，〈アーティファク
ト〉そのものの生産・再生産するためのコトも含
まれる。防災・減災の分野で言えば，たとえば，
整備された避難施設という〈アーティファクト〉
まで逃げるコトも，「津波対策推進委員会」でさら
なる避難施設の建設について地域住民が話し合う
コトも，〈実践〉である。
　第３に，〈アイデンティティ〉とは，ある者が
〈実践〉を通じて，他者や〈アーティファクト〉と
の間に有する関係のことである。言い換えれば，
Laveら（１９９１）の言う〈アイデンティティ〉と
は，この言葉が通常意味している，ある人が自分
自身について描く自己像，あるいは他者の目から
見た自己像のことではない。
　防災・減災の分野で言えば，たとえば，「津波対
策推進委員会」という〈アーティファクト〉が，
新しい津波避難タワーという〈アーティファクト〉
を用いて実施した津波避難訓練という〈実践〉に
おいて，地元企業としてタワー建設の工事を請け
負った人，訓練のリーダー的役割を果たした人，
訓練にまったく無関心で参加しなかった人は，そ

れぞれ，ここに示したような〈アイデンティティ〉
を，この〈実践〉において，他者たちや〈アーティ
ファクト〉に対してもったことになる。
　最後に，実践共同体とは，ある〈実践〉に関与
する人びとと〈アーティファクト〉のまとまりの
ことである。ここで留意すべき点は，通常，共同
体という用語は，人間の集まりを指す概念である
が，本理論で言う実践共同体には，人間だけでな
く，〈アーティファクト〉（先述の通り，モノや制
度など）も含まれるのである。つまり，実践共同
体において，人びとは他の人びとや〈アーティ
ファクト〉と一定の関係を結びながら（〈アイデン
ティティ〉），共にコトをなす（〈実践〉する）わけ
である。

２．２　実践共同体論と３つの課題
　以上の説明から，〈アーティファクト〉，〈実践〉，
〈アイデンティティ〉の３つを基本概念とする，よ
り包括化された実践共同体論が，地域防災実践
を，自然的条件やハード施設などの環境・物在的
側面，および，それに関与する人びとの心理・行
動的側面の双方に配視しながら，両者を総合した
実践（コト，出来事）として概念化できる総合的
な理論的視座を提供することがわかるであろう。
しかも，この特徴が，前節で掲げた３つの課題 
―住民参加型の防災活動の重要性とその落とし
穴，ソフト対策の重要性とその落とし穴，防災マ
ニュアル，防災マップの重要性とその落とし穴―
とその連動について検討するのに非常にうまく適
合することもわかるであろう。
　たとえば，住民参加型の防災活動の重要性とそ
の落とし穴は，住民中心のワークショップという
〈実践〉によって，手作りの防災マップという
〈アーティファクト〉が生み出される成果が期待で
きる反面，その〈実践〉に住民しか参加しておら
ず専門家がまったく関与していない実践共同体の
内部には〈アイデンティティ〉に関する課題があ
ると位置づけられる。あるいは，せっかくの
〈アーティファクト〉も，その作成に関わった人び
とが満足するだけで終始し，他の地域住民がそれ
を使って訓練を始めるなど，他の人の〈アイデン

２２１
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ティティ〉を変容させたり，二次的な〈実践〉を
誘発するという働きには結びつかない課題もあり
そうである。
　このように，実践共同体論によって，防災・減災
活動を相互連関的にとらえれば，たとえば，防潮
堤というハード施設の整備がもたらしうる逆説的
な結末（「防潮堤があるから安心」）は，その〈アー
ティファクト〉が，専門家と住民の地域防災活動と
いう〈実践〉における〈アイデンティティ〉に，無
関心あるいは専門家に任せっきりといったマイナ
スの効果をもたらしたものと位置づけられる。
　また，矢守（２０１１）が指摘しているように，防
災マニュアルや防災マップについても，そこに何
が書き込まれているかが重要ではなく，むしろ，
これらの〈アーティファクト〉で人びとがどのよ
うな〈実践〉をしているのか，あるいは，当該の
〈アーティファクト〉が，人びとの〈アイデンティ
ティ〉をどのように変えた（または，変えるのか）
のほうが，はるかに重要だという洞察も得られ
る。
　以上の理由で，本研究では実践共同体論を地域
社会における防災実践について包括的に考察・分
析するための理論的フレームワークとした。次節
では，高知県興津地区における津波防災の取り組
みをとりあげ，以上述べてきた枠組みに従って具
体的に分析していく。

３．事例分析
３．１　分析方法
　本研究で事例分析の対象としてとりあげたの
は，高知県四万十町興津地区における津波防災の
取り組みである。分析にあたっては，同地区の取
り組みに関する各種の記録資料と関係者に対する
聞き取り調査，住民を対象とした質問紙調査な
ど，質的方法，量的方法を必要に応じて柔軟に組
み合わせた。
　記録資料は，主に取り組みの中心となってきた
興津小学校の教師らによって保存されたものであ
り，筆者らがそれらを分類，整理した。また，同
地区の取り組みを取りあげたマスメディアの報道
（新聞記事など）も資料として活用した。聞き取り

調査は，２０１１年７月から現在まで，筆者らが興津
地区の津波防災講習会に招かれたり，「ぐるみの
会」（同地区の防災活動の中心組織，詳しくは後
述）の会合に参加したり，興津小学校の防災授業
を手伝ったり，住民の防災意識を把握するために
フィールドワークをする際に，取り組みの主たる
推進者である興津小学校の関係者（特に，現校長，
前校長），および，「ぐるみの会」の共同代表であ
るF氏をはじめとする地区住民，四万十町役場や
高知県庁の職員などに対して行った。質問紙調査
は，興津住民の津波防災に対する意見を具体的・
総合的に収集するために，「ぐるみの会」と筆者ら
が，２０１２年１月に共同で行った。

３．２　分析対象としたフィールド
　高知県四万十町興津地区は，県の南西部に位置
する（図１参照）。太平洋土佐湾に面し，夏休みに
は多くの海水浴客で賑わう。全戸数５５２戸，人口
１， ０１４人，高齢化率４８％（２０１２年１月１日現在）の
地区である。漁業を生業とする小室部落（１５９世
帯，３０５人），同じく漁業中心の浦分部落（１９９世
帯，３２８人），みょうがやピーマンの栽培を主とす
る郷分部落（１９４世帯，３８２人）の３つの部落から
なる。
　同地区は，四方を海と山に囲まれている。海岸
沿いには他地区とのアクセス路がなく，険しい山
道１本（１車線分が確保できず交互通行となる区
間もある県道５２号線）で内陸側の窪川地域とつな
がっている地形的条件は，全国的に見ても珍し
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い。その５２号線は，大小１４０のカーブがあり，距
離がおよそ１８kmもあるため，大きな地震や雨な
どに襲われると，土砂崩れで交通が遮断されるこ
ともある。大規模災害による中山間地の孤立が懸
念される中，同地区の人びとが普段から，「陸の孤
島」となる危険を感じざるを得ない地理的環境に
ある。
　防災上重要な事項として，同地区は，東日本大
震災の発生以前から，想定南海地震発生時には概
ね地震発生からわずか１８分で波高１２mに達する
大規模の津波に襲われると予測されていた。さら
に，東日本大震災を受けて中央防災会議が発表し
た最新の津波想定（内閣府，２０１２）によると，同
地区は最悪のケースで，津波高が２５mに達し，
３０cmの津波であれば地震発生後わずか１０分程度
で来襲する可能性があると想定された。
　実際，興津地区は，過去に１１回も津波に襲われ
たとの記録がある。同地区の被災の記憶は，犠牲
者を祭る記念碑や，少数の１９４６年昭和南海地震経
験者によって語り継がれている。以上のように，
同地区における防災上の最優先事項が津波防災で
あることは，疑いがない。

３．３　これまでの防災対策の概要
　興津地区は２０１１年度までに，地区人口の１， ０１４
人を大幅に超える，１， ５８２人を収容できる避難場
所をすでに設置済みで（図２参照），県下でも指折

りの津波防災先進地域として知られる。６つある
避難場所では，一時的な孤立を想定し，長期的な
避難生活が送れるように防災倉庫が設置されたほ
か，暑さ寒さや雨雪を避けるため防災小屋も建築
された。防災小屋には，毛布，マットレス，ス
トーブなども整備されている。こうした施設を有
効活用するための避難訓練や炊き出し訓練も，数
回にわたって実施されてきた（詳しくは，３．４ 節
を参照）。
　さらに，東日本大震災後は，東北地方の経験や
外部の専門家の知識をさらに積極的に取り入れは
じめた。たとえば，県道５２号線が閉鎖された場合
に備え，食料品や病人を迅速に搬送するため，ヘ
リポートを建設した。また，筆者らが調査した被
災地の避難教訓を生かし，現有の避難所からさら
に高所へと二次的に避難するための経路の整備や
既存施設の機能増強，緊急用物資・機材の追加な
ども，実施済みもしくは計画中である（Sun et 
al, ２０１２）。

３．４　３つのフェーズ－これまでの活動経過
　本節では，興津地区の取り組みをめぐって，主
たる推進役である興津小学校，「ぐるみの会」を中
心とする地区住民，地元自治体の活動を，　３つの
フェーズに分けて整理する。初めに，それぞれの
フェーズについて概略を述べておく。
　第１フェーズ（～２００４年）：
　地元自治体を中心としていくつかの防災対策が
興津地区に導入されたが，災害に対する住民の不
安が取り去れなかった時期である。避難訓練など
の取り組みは行政主導のイメージが強く，小学校
でも防災マップの作成が試みられたが，地区内の
その他の活動は低調で，地区外との連携も十分で
はなかった。
　第２フェーズ（２００５年～２０１０年）：
　多様なプログラムやコンテンツが導入・生産さ
れ，小学校，地区，自治体の連携によって，取り
組みが活性化した時期である。さらに，防災の専
門家や他地域の人びとなど，外部からの刺激が地
区内部の活動によい影響を与えた。小学校は防災
マップの作成を通じて具体的な防災対策を提言

２２３

図２　興津地区の防災施設

出典：高知県四万十町役場内部資料「防災施設
位置図」に基づき一部筆者作成
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し，地区と地元自治体の協働で対策の一部が実現
した。
　第３フェーズ（２０１１年～）：
　東日本大震災の発生により，今までの成果と同
時に，残された課題が明らかになった時期であ
る。また，従前の努力によって生まれた成果が，
逆に，「ぐるみの会」に対する依存的姿勢や，整備
したハード施設に対する過信などの弊害を生じさ
せた。南海トラフの地震・津波予測が興津地区に
とってさらに厳しくなる中，今後の取り組みや体
制の再構築が望まれている。
　以下，フェーズごとに，いかなる活動が展開さ
れたのかを詳しく見ていく。

（１）第１フェーズ（～２００４年）
　興津地区では，１９９６年に，１９９５年の阪神・淡路
大震災１周年と１９４６年の昭和南海地震５０周年を契
機として，南海トラフの巨大地震に備えるため，
避難訓練をスタートさせた。当初は自治体や消防
署などが主体であったが，徐々に地区の自主防災
組織が中心となって実施するようになった。
　しかし，朝日新聞（２００２）の記事によると，当
時，住民も自治体も，同地区の防災ハード施設が
貧弱であることを強く訴えており，災害への不安
が避難訓練だけで緩和・解消されたとは言えない
状況にあった。たとえば，同地区の総代１） は，「も
し津波が堤防を越えてきたら，ひとたまりもな
い。全滅やろうね。堤防にせき止められて水も抜
けない。避難路を整備したいのですが，部落だけ
ではお金もない」と話し，別の住民は，「町から抜
けてくる山道もきっと崩れる。孤立してしまいま
すよ」と語っていた。また，自治体の防災担当者
は，「対策は，まだほとんど手を付けられてないん
です」とコメントしていた。
　他方，教育現場での取り組みとして，興津小学
校は２００４年に，総合学習の時間を利用して防災
マップづくりを始めた。筆者らの聞き取り調査に
よると，それは教室における授業の一環として展
開され，防災マップづくりの技術や知識を教師か
ら子どもたちに伝えることにとどまり，地域社会
との連携や，作成したマップを実際の防災対策に

有効活用する水準には達していなかった。

（２）第２フェーズ（２００５年～２０１０年）
　興津地区で本格的な防災活動が始まったのは
２００５年８月である。そのきっかけとなったのは，
興津小学校が２００５年，文部科学省委嘱の「地域ぐ
るみ学校安全体制整備推進事業（防災分野）」の指
定を受けたことである（四国地区で一地域，単年
度）。同時期に，興津地区は農林水産省の事業で，
避難場所の整備に着手し始めていたため，小学校
と地域社会が連携して防災に取り組む態勢が形成
できた。
　同年の１０月に，「興津地区ぐるみ学校安全体制整
備推進委員会」（「ぐるみの会」）が正式に設置され，
小学校の校長と地区の大総代F氏が共同代表につ
いた。「ぐるみの会」の役員には，各部落の総代，
PTA会長，議会議員，老人クラブの会長などが加
わった。谷澤（２０１２）が指摘しているように，こ
れにより興津地区では，従来，地区と小学校で
別々に実施していた防災の取り組みが，地域社会
全体を巻き込む方向へ統合し発展させる体制が固
まったのである。
　もともと，興津地区で，地区ぐるみの取り組み
をうまく進められなかった背景には，郷分，浦
分，小室の３つの部落の間で，長年にわたる葛藤
や対立があった事情もある。主たる生業の違いか
ら生じる差異に加え，８０年代には，四国電力の原
発立地候補地となったため，住民が賛成派と反対
派に分断されたという歴史もある。津波防災は，
地区全体の共通目標として，こうした葛藤や対立
を克服するための突破口としても位置づけられ
た。この点について，前校長は，「子どもは，橋の
耐震化や，避難経路のバリアフリー，低い保育園
の移転などを，忌憚なく提言しても，大人から厳
しく咎められない。子どもだから利害がないか
ら。地域と一緒にやるので，意識的に子どもから
の発信を促していた」と当時を振り返っていた。
　こうして，全校児童５０人足らずの興津小学校
は，「ぐるみの会」との協調体制のもとで，防災便
りの発行や負傷者救護訓練，炊き出し，夜間キャ
ンプなど，多彩な防災活動を実施していた。特

２２４ 



自然災害科学 J. JSNDS 31- 3（2012）

に，防災マップづくりを通して，子どもたちは，
地区内を流れる川に補修されないまま放置された
橋脚があること，津波避難場所として指定された
高台へと至るアクセス路が急峻な上，補修がなさ
れていないために大きな揺れで崩れやすく，高齢
者には使用困難であること，津波に対してもっと
も脆弱と思われる海に近いエリアに保育園，デイ
サービス施設があることなどを，次々と指摘し，
防災マップにまとめていった。
　２００７年末に同小学校で開催された防災マップの
発表会には，住民，自治体，県教育委員会からの
出席者をはじめ，防災の専門家，マスメディアも
参加した。子どもたちは自らが作成した防災マッ
プを示しながら地域防災の課題を一つ一つ具体的
に指摘した。「ぐるみの会」の共同代表のF氏は，
「防災の課題に対する解決，特に保育園とデイ
サービスの移転は，保護者と地区の強い願いで
す」と子どもたちの力を借りる形で地元自治体に
陳情した。
　これを受け，この発表会に出席していた四万十
町町長は，２００人余りの出席者に向けて，「２００９年
度を目処に，保育園とデイサービスの移転を完了
させます」と表明した。この防災マップは，２００８
年に，「第４回小学生ぼうさい探検隊マップコン
クール」で「防災担当大臣賞」を受賞した（日本
損害保険協会，２００７）。それに続いて，２００９年に
も，上記のマップをさらに進化させたマップが
「ぼうさい甲子園」の「ぼうさい大賞」に輝いた
（兵庫県，２００９）。
　このような経緯で，興津地区の防災実践は，全
国的に注目されるようになり，外部者との交流も
大きく増えた。２００５年から２０１０年にわたって，同
地区の取り組みへの外部からの参加者はのべ４４６
人にも上った。単純平均すると，年間７４人が防災
に関して興津地区と何らかの接点をもったことに
なる。

（３）第３フェーズ（２０１１年～）
　それでも，きびしい津波リスクを抱える興津地
区にとって，東日本大震災の衝撃は大きかった。
同大震災以前から興津地区の防災に関与していた

筆者らは，大震災のひと月後の２０１１年４月から同
地区を頻繁かつ継続的に訪問して，大震災が同地
区の防災活動に与えた影響について追跡調査して
いる。
　同地区は，先述の通り，大震災の直後から，津
波防災講習会の開催，既存の避難施設の強化（避
難小屋の新設など），新たな避難場所の整備推進
（図２の向山避難所），避難タワーの新設など，多
くの対策を打ってきた。小学校における防災訓練
やマップづくりの試みもさらに回数を増やして実
施された。筆者らの研究チームも，東日本大震災
における避難行動について解説を行ったり，被災
地から講師を招いたりするなど，こうした対策の
一端を担った。
　ここでは，そうした試みの成果と課題の概要を
示すため，２０１２年１月に実施した質問紙調査の結
果に基づいて，興津地区の防災実践の現状につい
て簡単に要約しておこう。本調査の目的は，近い
将来において南海地震の発生が確実視されている
状況のもとで，同地区の住民の防災意識や避難行
動，および今までに整備できた避難場所に関する
意見などを把握しようとするものである。調査対
象は，興津地区の全世帯（５５２世帯）である。この
うち，２５５世帯から回答が得られた。回収率は，
４６％という高さだった。なお，質問紙調査全体に
関する詳細な分析結果については孫ら（２０１２）を
参照されたい。
　まず，第２フェーズまでの取り組みの成果を反
映したと思われる避難場所に関する調査結果を提
示しておこう。図２と表１から，各部落の住民が

２２５

表１　どこに避難するか

浦分郷分小室　
 ０．０％ ２．０％４４．４％小室忠霊塔
 １．１％ ０．０％３５．６％小室広場
５６．０％ ０．０％ ０．０％浦分西宝寺
１４．３％ ０．０％ ０．０％浦分灯台線
 ８．８％７１．４％ ２．２％さくら貝
 ４．４％１４．３％ ２．２％向山
 ２．２％ ８．２％ ２．２％避難タワー
１３．２％ ４．１％１３．３％その他
９１９８４５人数
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それぞれの部落内にある避難場所を集中的に選択
していること（「その他」には自宅の裏山が多い）か
ら，住民が自分の避難場所について明確に認識し
ていることがわかる。
　しかし同時に，避難のきっかけに対する回答結
果を見ると，相対的には，地震の揺れですぐに避
難する意向を示した住民が多いとはいえ，まだ
１００％には至っていない。同地区の特性（先述のよ
うに，この調査が行われた時点で公表されていた
想定でも，地震後わずか１８分程度で津波が襲来す
るとされていた）を考えると，表２のデータは，
同地区でも，依然「情報待ち」の問題（矢守，
２０１０a）を抱えていることが分かる。すなわち，
およそ２０％程度が「地震の大きな揺れ」だけでは
避難せず，テレビや防災無線からの情報を待とう
としている。
　さらに，以下の２つの質問項目に対する回答に，
第３フェーズにおける興津地区の課題の一端が浮
き彫りになっている。これら２つの質問項目は，
矢守ら（２００５）が提案した防災教育ゲーム「クロス
ロード」の形式をとったものである。一つは，「質
問：仮に，あなたに小学生の子どもがいて，今，そ
の子は小学校に，あなたは自宅にいるとします。
今，大きな地震が起きて，防災無線で「大津波警報
が出た」と言っています。あなたは，小学校に子ど
もを迎えに行きますか。選択肢：１．はい，迎え
に行きます；２．いいえ，迎えに行きません」。
もう一つは，「質問：仮に，今，２０分程度で大津波
が来るかもしれない状況だとします。このとき，
消防団員は，近所で避難を呼びかけることと，自
分自身が避難することの，どちらを優先すべきと
考えますか。選択肢：１．避難の呼びかけを優先

すべき；２．自分自身の避難を優先すべき」とい
う項目である。
　第１の項目に対する回答を図３に示した。４０％
を超える人びとが，「学校へ迎えに行く」と答えて
おり，東日本大震災で注目を集め，興津地区で
も，その津波想定を考えると重要となるであろう
「津波てんでんこ」の原則（矢守，２０１２）が十分徹
底されていないことを，この結果は示している。
　また，図４によれば，災害時における消防団の
行動に対して，７０％の回答者は「消防団員が自ら
の命を優先にして避難すべき」と主張する一方，
３０％は「津波避難の呼びかけをしてほしい」とし
ていて，地区内で合意が形成されていない状況で
ある。興津地区では，最新の津波想定下ではもと
より，旧来の津波想定でも，消防団が避難の呼び
かけを行う時間的余裕はほとんどないことが予想
される。消防団自身の避難と，住民への呼びかけ
や避難支援とをどのように両立させるかに関し

２２６ 

図３　子どもを小学校に迎えに行くか？
（N＝２１２）　　　　　　　 

図４　消防団員はどちらを優先すべきか？
（N＝２２３）　　　　　　　　 

表２　津波避難のきっかけ

浦分郷分小室　
８０．９％７８．４％８７．２％地震の大きな揺れ
 ８．５％１４．４％ ８．５％テレビ注意報
 ７．４％ ６．２％ ４．３％防災無線の情報
 ２．１％ ０．０％ ０．０％近隣者の呼びかけ
 ０．０％ １．０％ ０．０％避難者の目撃
 １．１％ ０．０％ ０．０％その他
９６１００４８人数
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て，今後，地区内できめ細かく検討していく課題
が残されている。

４．考察
　以上の事例は，　２章で導入した実践共同体論の
３つの概念― 〈アーティファクト〉，〈実践〉，〈アイ
デンティティ〉 ―が相互に関係しながら，興津地
区の防災実践を推進する原動力となったことをよ
く示している。以下では，　１章で指摘した３つの
課題，すなわち，住民参加型の防災活動，ソフト
対策，防災マニュアルや防災マップ（ハザード
マップ）に目を配りながら，実践共同体論の観点
から興津地区の事例に関する理論的考察を行う。
　まず，第１フェーズと第２フェーズで登場した
防災マップという〈アーティファクト〉について，
それによって関係者の〈アイデンティティ〉や
〈実践〉が，いかに変容したのかという観点から議
論する（４．１ 節）。次に，「ぐるみの会」という〈アー
ティファクト〉について，それが，第２フェーズ
と第３フェーズで〈実践〉に果たした役割の違い
という観点から検討する。この中で，第３フェー
ズで浮き彫りになった課題は，それまでの〈アー
ティファクト〉の生産過程における〈アイデンティ
ティ〉の固定化に由来していることを指摘する
（４．２ 節）。最後に，この固定化を克服するには，
実践共同体における３つの要素間の連動性を変容
させるための共同的な〈実践〉 ―矢守（２０１０b）の
言うアクションリサーチ―が必要であること，お
よび，筆者らが同地区で現在推進中の「個別訓練」
の試みがその一環であることについて指摘する
（４．３ 節）。

４．１　２つの防災マップ
　興津地区では，第１フェーズと第２フェーズ，
それぞれで防災マップが登場している。しかし，
両者は斉しく「防災マップ」と呼ばれてはいても，
実践共同体における〈アーティファクト〉として
果たした機能が，まったく異なっていた点が重要
である。
　第１フェーズでは，学校の教室で，授業の担当
者であり，かつ防災上の知識や技術の保有者とい

う〈アイデンティティ〉をもった教師と，あくま
でそれらの知識や技術を受容するという〈アイデ
ンティティ〉をもった小学生らが，授業という〈実
践〉を展開していたと言えるであろう。防災マッ
プは，そうした学校での授業という〈実践〉，教師
と小学生という〈アイデンティティ〉を支える
〈アーティファクト〉であった。こうした意味での
防災マップは，住民や自治体，さらには，地区の
外部者までが関わる地域防災活動という〈実践〉
を推進するための〈アーティファクト〉としては
機能していなかった。言いかえれば，この時点で
は，マップづくりに関与した教師や子どもたち
は，興津地区の防災の課題を共に解決する仲間と
いう〈アイデンティティ〉を獲得しえていなかっ
たと考察できる。
　これに対して，第２フェーズにおける防災マッ
プは，学校（教師や小学生）が従事する学校教育
という〈実践〉と，それまで主に地元自治体と一
部の住民のみが関与していた地域防災という〈実
践〉とを新たに結びつける〈アーティファクト〉
として機能したと位置づけうる。同時に，この防
災マップが，新たな〈アーティファクト〉を次々
に連鎖的に誕生させたことが重要である。すなわ
ち，第１に，防災マップは，共同的な〈実践〉を
担う組織として，「ぐるみの会」という新たな〈アー
ティファクト〉の安定化に寄与した。第２に，こ
の防災マップは海岸沿いの保育園とデイサービス
を統合した高台の複合施設，あるいは，他の避難
所という新たなハード施設（〈アーティファクト〉）
をもたらした。
　こうして防災マップが誕生させた〈アーティ
ファクト〉を環境として，次々に新たな〈実践〉
が展開されていく。たとえば，新しい避難場所へ
の避難訓練という〈実践〉，あるいは，さらに別の
避難所が必要かどうかについて専門家のアドバイ
スを受けながら住民が検討するという〈実践〉な
どである。要するに，〈アーティファクト〉→〈実
践〉→〈アーティファクト〉→〈実践〉という連
鎖が生じるわけである。
　もちろん，これと連動して，〈実践〉に関与する
人びとの〈アイデンティティ〉にも大きな変化が

２２７
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訪れる。たとえば，防災マップに書き込んだ課題
が，実際に地元自治体や住民によって解消されて
いく様子を目の当たりにした子どもたちは，防災
について教室で「学ぶ人」から，「一緒に地域防災
に取り組む人」へと〈アイデンティティ〉を変化
させたにちがいない。もちろん，子どもたちの防
災マップに背中をおされて実際に種々の防災対策
を実現していった「ぐるみの会」を中心とする住
民の〈アイデンティティ〉も大きく変化したと思
われる。
　矢守（２０１１）は，防災マップについて，マップ
そのものよりも，〈実践〉のプロセス（マッピン
グ）を通して，住民と自治体の関係，地域防災へ
の取り組みを大きく変えることの重要性を指摘し
ている。興津地区では，小学生らが当初，マップ
に書き入れた「危険な保育園」が高台に移転し，
崩れかけた橋脚が補修されるなどの，現実的成果
を生んだ。このマップは，何よりも，防災・減災
に取り組む地域社会の〈実践〉や，それに関わる
人びとの〈アイデンティティ〉を変える〈アーティ
ファクト〉として機能したのである。

４．２　「ぐるみの会」の成果と課題
　２００５年に結成された「ぐるみの会」は，文部科
学省が当初指示した「一人代表制」ではなく，小
学校校長と地域の大総代という「共同代表制」を
とった。このことは，上記のように，小学校にお
ける防災教育と地区の防災活動とを連携させる母
体としての「ぐるみの会」の特徴をよく示してい
る。この工夫により，　１年後，単年度事業として
は終了するはずであった「ぐるみの会」は，住民
の努力と自治体の支援を通して存続することにな
り，そのまま今日まで発展してきた。２章で述べ
たように，〈実践〉が繰り返され固定化していくと，
それ自体が〈アーティファクト〉になる（Lave 
et al, １９９１）。「ぐるみの会」も，長年の〈実践〉
を通して，すでに〈アーティファクト〉化してい
ると言える。たとえば，「まず，『ぐるみの会』に
報告してから話を先に進めよう」などという言い
方が成立していることが，その証拠である。
　〈アーティファクト〉と化した，言いかえれば，

みながそこにあることを自明視するまでに安定し
た組織となった「ぐるみの会」は，これまで多く
の成果をあげてきた。「ぐるみの会」のもとで，防
災マップづくりが支援を受けたり，避難場所を
次々に整備したり，避難物資を徐々に充実したり
といった〈実践〉が行われた。そして，これらの
〈アーティファクト〉や〈実践〉と関連して，〈実
践〉をめぐる人々の〈アイデンティティ〉が変化
していった。たとえば，防災は役場がやることで
あって自分は関係がないという〈アイデンティ
ティ〉から，「ぐるみの会」という〈アーティファ
クト〉が声かけ役となった防災訓練という〈実践〉
に，自ら炊き出し当番となって参加するという
〈アイデンティティ〉への変化である。
　しかし，「ぐるみの会」や避難場所といった〈アー
ティファクト〉が成立し，それを環境（舞台）と
する〈実践〉が，それなりに発展し安定すること
は，人びとのそれらに対する関係の固定化，すな
わち，〈アイデンティティ〉の固定化という課題を，
常に孕んでいる。実践共同体論の３つの構成要素
が相互に連動しているため，互いに強め合う性質
があるからである。
　たとえば，「ぐるみの会」という〈アーティファ
クト〉が安定してきた結果として，前述の質問紙
調査の自由回答欄に，「『ぐるみの会』にさらに避
難場所を多く作ることを陳情してほしい」，「『ぐる
みの会』が作ったあの高さのタワーで大丈夫なの
か」といった記述が散見されるようになる。この
ことにあらわれているように，「ぐるみの会」やそ
の〈実践〉に対する地区住民の依存的な姿勢も生
じ始めている。これを裏書きするように，筆者ら
の聞き取り調査では，同地区の避難場所の整備に
強力なリーダーシップを発揮してきた「ぐるみの
会」の推進役であるF氏が，「わしは（住民に）
言われる前に（避難場所を）つくっとる。（住民
は）逃げるだけでええ」と発言するなど，住民の
活動への積極的な参加を必ずしも促進しない動き
も出はじめている。
　その結果として，「ぐるみの会」に対する人びと
の〈アイデンティティ〉が，一方で，「私がすべて
引っぱっている，それなのに他がついてこない」

２２８ 
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という極端と（F氏などの主導層），他方で，「『ぐ
るみの会』に任せておけば安心」あるいは「『ぐる
みの会』が勝手にやっていることだから」という
極端と，この両極で固定化してしまう。「ぐるみの
会」という〈アーティファクト〉の固定化が，〈実
践〉や〈アイデンティティ〉の固定化につながる
のである。第３フェーズの興津地区が直面してい
る課題が，実践共同体論からは，このように整理
できる。

４．３　新たな〈実践〉の提案－個別訓練
　筆者らは，現在，こうした課題を克服し，同地
区の防災実践をさらに一歩前に進めるためのアク
ションリサーチを，興津小学校，「ぐるみの会」，
地元自治体などと共同で企画・実践中である。そ
の中心は「個別訓練（タイムトライアル）」と呼ば
れる活動である。
　「個別訓練」において，訓練者は，自宅の居間な
どから高台の避難場所まで実際に逃げてみる。こ
の一部始終を興津小学校の子どもたちがビデオカ
メラで撮影する。２台のカメラを用い，　１台は逃
げる人の表情を，もう１台は周囲の状況を撮影す
る。さらに別の子どもが，時々の状況をメモす
る。「そろそろ疲れてきた」，「ブロック塀が崩れる
危険性あり」，「避難のためには，周囲の協力やリ
アカーの利用が必要かも」といった具合である。
そして，時計係が避難に要した時間を計る。
　こうした作業をすべて小学生に依頼したのは，
訓練を支援すること自体が，絶好の防災学習にも
なるからである。また避難する人にはGPSを装
着し，何分後にどこにいたかが，後から地図上に
表示される。
　以上の結果を，「動画カルテ」と呼ぶ映像にまと
める。画面は４分割されている。第１の画面には
１台目のカメラ映像が，次の画面には２台目のカ
メラ映像が，第３の画面には子どもたちのメモ
が，そして，第４の画面には上述の地図が映しだ
されている。画面中央に時計表示があって，４つ
の画面はスタートからゴールまでずっと連動して
動く。
　さらに，上述の地図には，津波浸水シミュレー

ションの映像が，訓練者の実際の動きと重なって
表示される。たとえば，「ここまで逃げたときに，
自宅にはすでに津波が押し寄せてきている。間一
髪だった」ということが一目瞭然でわかる。これ
を，「動画カルテ」と呼ぶのは，一人一人の避難の
課題が集約されているからである。これを通じ
て，住民一人一人に寄り添って，本当に逃げられ
るのか，どこに注意が必要かについて細かく探
り，問題解決を図っていこうというねらいであ
る。
　要するに，「個別訓練」は，地区の水準に焦点化
されていた，従前の興津地区の〈実践〉，〈アーティ
ファクト〉，〈アイデンティティ〉のセットを，個
人の水準に転換するための工夫である。「避難広
場」，「ぐるみの会」，「（地区全体の）防災マップ」
といった，地区水準の相対的に大きな〈アーティ
ファクト〉は，地区全体で取り組む避難訓練とい
う〈実践〉と結びついている。それが，この〈実
践〉に深く関与する人（〈アイデンティティ〉）と
そうでない人（〈アイデンティティ〉）という両極
構造を生んでいる。これは，興津地区にとって，
第１フェーズから第２フェーズへの飛躍を生んだ
と同時に，第３フェーズにおける課題の原因とも
なっている。
　これに対して，「個別訓練」は，「動画カルテ」，個
人を追う「ビデオカメラ」といった相対的に小さ
な個別化された〈アーティファクト〉に支えられ
ながら，一人一人が避難場所めがけて避難する
〈実践〉を支援し，取り組みの焦点を個人の水準へ
も浸透させようとするものである。こうした取り
組みを通じて，従来の住民参加型の防災活動に見
られる専門家と非専門家の協働作業の不徹底や，
既存のハード施設への過度の依存などの問題点を
改善することが期待できる。また，たとえば，特
定の路地が避難路として利用される頻度が高いこ
とがわかれば，重点的に路地の閉塞対策（ブロッ
ク塀の撤去など）を行うなど，「個別訓練」の成果
を，新たな〈アーティファクト〉の整備につなげ
ることもできる。さらに，これまでの防災活動に
は必ずしも積極的な関わりをもってこなかった人
びとの防災に対する関与性（〈アイデンティティ〉）

２２９
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を変容させることにも資すると思われる。

５．展望
　本研究では，〈アーティファクト〉，〈実践〉，〈ア
イデンティティ〉という３つの要素の連動の側面
から人びとの活動をとらえる実践共同体論に依拠
して，興津地区の防災活動の歴史的経緯，これま
での成果，そして，今後の課題について考察して
きた。
　ここで重要なことは，この活動について記述し
分析している筆者らを含め，興津地区から見て外
部者（外部者がもちこむ種々の知識，道具，ツー
ルなど）が，興津地区における３つの要素の関係
を大きく変化させるポテンシャルを有していると
いう点である。このことは，一方で，筆者らの記
述の完全な客観性を脅かすものである。なぜな
ら，この記述を含め，筆者らが論文や報告を通し
て，あるいは，マスメディアが記事やレポートを
通して，興津地区の取り組みを外部に発信したこ
とが全国的な注目を集める機縁になるなど，興津
地区の取り組みに大きな影響を及ぼしてくるから
である。
　しかし他方で，筆者らの関与が興津地区の防災
活動に影響を及ぼすことは，筆者らと興津の人び
ととのアクションリサーチを通じて，同地区の防
災活動を変革しうるということでもある。現在，
筆者らと「ぐるみの会」が取り込んでいる「個別
訓練」は，まさにこうした姿勢に立脚したものに
他ならない。筆者らは，「個別訓練」を提案する以
前から，同地区に介入しており，同時に，それ以
前の経緯についてもこれまで述べてきたような調
査活動を通じて検証し，それを前提として「個別
訓練」を提起している。新しい〈実践〉の創出は，
それまでの〈実践〉の分析からしか生まれない。
「個別訓練」の正否は，むろん今後の実践を待たね
ばならないが，「個別訓練はすごいね。今までの防
災と結びつきやすい（小学校教員）」という言葉は，
「個別訓練」が，これまでの〈実践〉を変革する試
みとして，当事者に位置づけられ，また期待され
ていることを示している。

補　注
　１）興津地区を構成する三つの部落には，それ
ぞれ総代が一人いる。総代の役割は，所属する部
落において，たとえばお墓の道の清掃や一人暮ら
しのお年寄りの世話人の選出など，部落住民の生
活一般に関して意思決定を行うことである。ただ
し，興津地区全体の防災事業については，小室部
落の総代であり，自主防災組織の会長であり，か
つ大総代（３総代の代表）でもあるF氏が意思決
定にあたっている。F氏を中心に，浦分と郷分部
落の総代がサポート役になって，　３人の共同体制
で，たとえば防災施設用地の確保や消防屯所の移
転事業など，防災実践にとって重要な事業を推進
している。
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